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附
属
書
六
（
第
七
章
関
係
）　

第
七
・
七
条
の
規
定
に
関
す
る
最
恵
国
待
遇
の
免
除
に
係
る
表

 

 

日
本
国
の
表

分　
　

野 

第
七
・
七
条
の
規
定
に
適
合
し
な
い
措
置
の
概
要 

免
除
の
期
間 

免
除
の
必
要
性
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
状
況
（
注
） 

注　

こ
の
欄
の
記
述
は
、
明
瞭
性
の
た
め
の
情
報
で
あ

り
、
約
束
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。

海
上
貨
物

海
上
貨
物
利
用
運
送
サ
ー
ビ
ス
（
複
合
運
送
サ
ー
ビ
ス

こ
の
措
置

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
お
い
て
、
海
上
貨
物
利
用
運
送

利

用

運

送

（
注
）
に
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）
を
提
供
す
る

の
廃
止
は
、

サ
ー
ビ
ス
（
複
合
運
送
サ
ー
ビ
ス
に
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス

た
め
の
営
業
許
可
又
は
政
府
に
よ
る
登
録
は
、
日
本
国
の

貿
易
の
自
由

を
含
む
。
）
を
提
供
す
る
た
め
の
十
分
な
ア
ク
セ
ス
が
日

会
社
が
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
同
様
の
許
可
を
受
け
、

化
に
関
す
る

本
国
の
者
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
必
要
が
あ

又
は
同
様
の
登
録
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
外
国
の
会
社
に

将
来
の
交
渉

る
。

対
し
て
の
み
与
え
ら
れ
、
又
は
行
わ
れ
る
。 

の

結

果

に

注　

「
複
合
運
送
サ
ー
ビ
ス
」
と
は
、
国
際
海
上
運
送

従
っ
て
検
討

と
道
路
運
送
又
は
鉄
道
運
送
と
の
組
合
せ
に
よ
る
貨

さ
れ
る
。

物
運
送
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
、
複
合
運
送
の
事
業
者

（
日
本
国
の
特
定
の
約
束
に
係
る
表
に
お
け
る
海
上
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運
送
サ
ー
ビ
ス
（
補
助
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）

の
分
野
に
お
け
る
特
定
の
約
束
に
関
す
る
注
釈
に
定

義
す
る
も
の
）
が
宅
配
の
形
で
提
供
す
る
も
の
を
い

う
。

国
際
海
上

日
本
国
の
船
舶
運
航
事
業
者
が
外
国
又
は
外
国
の
公
共

こ
の
措
置

日
本
国
の
船
舶
運
航
事
業
者
が
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
お

運
送
サ
ー
ビ

団
体
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
よ
っ
て
不
利
益
な

の
廃
止
は
、

い
て
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
必

ス
（
旅
客
及

取
扱
い
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
対
抗
措
置
を
と

貿
易
の
自
由

要
が
あ
る
。

び
貨
物
の
運

る
旨
の
事
前
の
通
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
不
利
益
な

化
に
関
す
る

送
サ
ー
ビ
ス

取
扱
い
が
引
き
続
き
行
わ
れ
、
当
該
日
本
国
の
船
舶
運
航

将
来
の
交
渉

を
含
む
。
）

事
業
者
の
利
益
が
著
し
く
害
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
対
抗

の

結

果

に

措
置
と
し
て
、
当
該
外
国
の
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
し

従
っ
て
検
討

て
、
一
定
の
期
間
、
次
の
事
項
を
制
限
し
、
又
は
禁
止
す

さ
れ
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。 

　

日
本
国
内
の
港
へ
の
入
港 

(a)　

日
本
国
内
の
港
に
お
け
る
貨
物
の
積
込
み
又
は
取
卸

(b)
し

エ

ネ

ル

電
気
業
、
ガ
ス
業
及
び
原
子
力
産
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス

無
期
限

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
供
給
を
確
保
す

ギ
ー
に
係
る

の
提
供
（
第
七
・
二
条

の
規
定
に
基
づ
い
て
提
供
す

る
必
要
が
あ
る
。

(o)
(iii)
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サ
ー
ビ
ス

る
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
第
三
国
の
サ
ー
ビ

ス
提
供
者
に
対
し
て
特
恵
的
な
待
遇
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

漁
業
に
関

日
本
国
の
領
海
、
内
水
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸

無
期
限

漁
業
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
確
保
す
る
必
要
が
あ

連
す
る
サ
ー

棚
に
お
け
る
次
の
活
動
を
含
む
漁
業
に
関
連
す
る
サ
ー
ビ

る
。

ビ
ス

ス
の
提
供
に
つ
い
て
、
第
三
国
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
対

し
て
特
恵
的
な
待
遇
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　

水
産
資
源
の
採
取
を
伴
わ
な
い
調
査 

(a)　

集
魚 

(b)　

漁
獲
物
の
保
蔵
及
び
加
工 

(c)　

漁
獲
物
及
び
そ
の
製
品
の
輸
送 

(d)　

漁
業
に
使
用
さ
れ
る
他
の
船
舶
へ
の
補
給

(e)

全
て
の
分

日
本
国
に
お
け
る
土
地
の
取
得
又
は
賃
貸
借
を
禁
止

無
期
限

日
本
国
の
領
土
保
全
及
び
安
全
保
障
を
確
保
す
る
必

野

し
、
又
は
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

要
が
あ
る
。

全
て
の
分

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

無
期
限

日
本
国
の
安
全
保
障
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

野

第
二
百
二
十
八
号
）
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び

審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
に
お
い
て
投
資
を
行
お
う
と
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 す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
次

 

の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
限
る
。

　

外
国
投
資
家
が
行
お
う
と
す
る
投
資
が
国
の
安
全

(a)
を
損
な
い
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
、
又
は
公
衆

の
安
全
の
保
護
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
お
そ
れ

 

が
あ
る
場
合

　

外
国
投
資
家
が
、
日
本
国
が
経
済
協
力
開
発
機
構

(b)
の
資
本
移
動
の
自
由
化
に
関
す
る
規
約
（
注
）
第
二

条

の
規
定
に
基
づ
き
留
保
を
付
し
て
い
る
も
の
に

b
含
ま
れ
る
業
種
に
対
し
て
投
資
を
行
お
う
と
す
る
場

 合注　

こ
の
留
保
事
項
の
適
用
上
、
「
経
済
協
力
開
発

機
構
の
資
本
移
動
の
自
由
化
に
関
す
る
規
約
」
と

は
、
千
九
百
六
十
一
年
十
二
月
十
二
日
に
経
済
協

力
開
発
機
構
理
事
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
資
本

移
動
の
自
由
化
に
関
す
る
規
約
（
そ
の
改
正
又
は

 

修
正
を
含
む
。
）
を
い
う
。

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の

内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。


